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（ 開会時刻  １３時３０分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

あいさつをします。ご苦労様です。 

これから、今日の会議を開きます。 

ただいまの出席議員は、９名です。 

定足数に達していますので、会議は成立しました。 

欠席届を出されている議員は、６番、橋場清廣君であります。 

今日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しているとおりです。 

これから、今日の議事日程に入ります。 

日程第１、議案第１号、平成 24年度葛巻町一般会計補正予算（ 第１号 ）から、日

程第 11、議案第 11号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて

までの 11議案について、輝くふるさと常任委員会に審査を付託しておりましたので、

輝くふるさと常任委員長の審査報告を求めます。 

輝くふるさと常任委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

輝くふるさと常任委員会の審査結果について、報告します。 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、葛巻町議会会

議規則第 77条の規定により報告します。 

配付しております、輝くふるさと常任委員会審査報告書をご覧いただきたいと思いま

す。 

議案第１号、平成 24年度葛巻町一般会計補正予算（ 第１号 ）、審査の結果、賛成

全員をもって原案可決。 

議案第２号、印鑑条例の一部を改正する条例、審査の結果、賛成全員をもって原案可

決。 

議案第３号、葛巻町敬老祝金条例の一部を改正する条例、審査の結果、賛成全員をも

って原案可決。 

議案第４号、手数料条例の一部を改正する条例、審査の結果、賛成全員をもって原案

可決。 

議案第５号、岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協議に関し議決を求め

ることについて、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第６号、葛巻町地域情報通信基盤施設拡充整備工事の請負契約の締結に関し議決

を求めることについて、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第７号、財産の取得に関し議決を求めることについて、審査の結果、賛成全員を

もって原案可決。 

議案第８号、町有自動車事故に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに

関し議決を求めることについて、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第９号、町道路線の認定に関し議決を求めることついて、審査の結果、賛成全員
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をもって原案可決。 

議案第 10号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて、審査

の結果、賛成全員をもって適任。 

議案第 11号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて、審査

の結果、賛成全員をもって適任。 

輝くふるさと常任委員会では、以上のとおり決定しましたので、報告します。 

平成 24年６月 19日、議長、中崎和久殿。輝くふるさと常任委員会委員長、鈴木満。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わりました。 

お手元にお配りしております、輝くふるさと常任委員会審査報告書をご覧願います。 

お諮りします。 

議案第１号から 議案第 11号までの 11議案は、輝くふるさと常任委員会で質疑を終

わっていますので、質疑を省略し、討論、採決に入りたいと思います。これに、ご異議

ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これより、日程第１、議案第１号、平成 24年度葛巻町一般会計補正予算（ 第１号 ）

を議題とします。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第１号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第１号、平成 24年度葛巻町一般会計補正予算（ 第１号 ）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

次に、日程第２、議案第２号、印鑑条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第２号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 
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起立全員です。 

したがって、議案第２号、印鑑条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可

決されました。 

次に、日程第３、議案第３号、葛巻町敬老祝金条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第３号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第３号、葛巻町敬老祝金条例の一部を改正する条例は、委員長報告

のとおり可決されました。 

次に、日程第４、議案第４号、手数料条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第４号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第４号、手数料条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり

可決されました。 

次に、日程第５、議案第５号、岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協議

に関し議決を求めることについてを議題とします。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第５号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 
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したがって、議案第５号、岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の協議に関

し議決を求めることについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、日程第６、議案第６号、葛巻町地域情報通信基盤施設拡充整備工事の請負契約

の締結に関し議決を求めることについてを議題とします。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第６号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。  

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第６号、葛巻町地域情報通信基盤施設拡充整備工事の請負契約の締

結に関し議決を求めることについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、日程第７、議案第７号、財産の取得に関し議決を求めることについてを議題と

します。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第７号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第７号、財産の取得に関し議決を求めることについては、委員長報

告のとおり可決されました。 

次に、日程第８、議案第８号、町有自動車事故に係る和解及びこれに伴う損害賠償の

額を定めることに関し議決を求めることについてを議題とします。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第８号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 
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したがって、議案第８号、町有自動車事故に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を

定めることに関し議決を求めることについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、日程第９、議案第９号、町道路線の認定に関し議決を求めることついてを議題

とします。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第９号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第９号、町道路線の認定に関し議決を求めることついては、委員長

報告のとおり可決されました。 

次に、日程第 10、議案第 10号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについてを議題とします。 

討論を省略して、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 10号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって適任です。委員長報告のとおり決定することに賛

成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 10号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることに

ついては、委員長報告のとおり適任とすることに決定しました。 

次に、日程第 11、議案第 11号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについてを議題とします。 

討論を省略して、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 11号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

委員長の報告は、賛成全員をもって適任です。委員長報告のとおり決定することに賛

成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 
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したがって、議案第 11号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることに

ついては、委員長報告のとおり適任とすることに決定しました。 

次に、日程第 12、議会運営委員会閉会中継続審査申出書の件についてを議題としま

す。 

議会運営委員長から、葛巻町議会会議規則第 75条の規定によって、お手元に配付し

ております、閉会中継続審査の申出書が提出されております。 

お諮りします。 

議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに、ご異議あり

ませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員会閉会中の継続審査の件は、本申出書のとおり、なお継続

審査とすることに決定しました。 

次に、日程第 13、輝くふるさと常任委員会閉会中継続調査申出書の件についてを議

題とします。 

輝くふるさと常任委員長から、葛巻町議会会議規則第 75条の規定によって、お手元

に配付しております、閉会中継続調査の申出書が提出されております。 

お諮りします。 

輝くふるさと常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、輝くふるさと常任委員会閉会中の継続調査の件は、本申出書のとおり、

なお継続調査とすることに決定しました。 

次に、日程第 14、広報発行常任委員会閉会中継続調査申出書の件についてを議題と

します。 

広報発行常任委員長から、葛巻町議会会議規則第 75条の規定によって、お手元に配

付しております、閉会中継続調査の申出書が提出されております。 

お諮りします。 

広報発行常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議

ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、広報発行常任委員会閉会中の継続調査の件は、本申出書のとおり、なお

継続調査とすることに決定しました。 

次に、日程第 15、議員派遣の件についてを議題とします。 

お諮りします。 

お手元に配付しております、議員派遣の件をご覧願います。 

葛巻町議会会議規則第 120条第１項の規定により、議員派遣の件に記載されていると
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おり、議員を派遣したいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件については、記載のとおり派遣することに決定しました。 

以上で、今日の議事日程はすべて終了し、本定例会の会議に付された事件は、全部終

了しました。 

これで、今日の会議を閉じます。 

平成 24年第５回葛巻町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

（ 閉会時刻 １３時４６分 ） 


